
新潟市子ども条例に係る周知・啓発の取組について（令和 4年 8月以降） 

 

 令和 4年 4月 1日から施行された新潟市子ども条例について、令和 4年 8月以降の周知・

啓発状況について、以下のとおり報告します。 

 

１ 広報媒体を活用した周知・啓発 

・パンフレットの制作、配布 

 「小学生向け」、「中・高校生向け」、「お

とな向け」のパンフレット 3 種を制作

しました。 

・8月下旬から市内小学校、中学校、高等

学校、特別支援学校計 204校へ送付し、

全児童・生徒に配布しました。 

・デイジー版、点字版のパンフレットを制

作し、市内の特別支援学校に送付しま

した。 

・10 月には、市内の保育施設を通じて、

保護者配付用におとな向けパンフレッ

トを送付しました。 

・パンフレットの電子データは、市ホーム

ページに掲載しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

小学生向け    中・高校生向け 

 

 

 

 

 

 

 

おとな向け 

 

２ イベント 

≪10/2 BSNキッズフェスティバル 2022≫ 

・おとな向けパンフレットやほのわちゃん

風船の配布、広報・啓発用塗り絵の提供

を行いました。 

・イベント全体で２．２万人が来場。本市ブ

ースにもほのわちゃん風船や塗り絵を目

当てに多くの親子連れが訪れ、子ども条

例を周知することができました。 

   

資料１－１ 



３ 子どもの権利推進月間（11月）に関する取組（予定含む） 

○assh10/27 号に子ども条例に関する記

事を掲載します。 

  ①子ども条例パンフレット紹介 

  ②中学生の意見表明の取組紹介 

  ③Negicco Nao☆さんとファミリー・

サポート・センター提供会員の対談 

（子ども条例に関する話題含む） 

 

○おとな向けの周知用動画を制作し、11

月以降、YouTubeのスポット広告として

随時放映します（新潟市 YouTube チャ

ンネルへも掲載）。 

○子ども向け周知用動画は現在制作中

で、新潟市 YouTube チャンネルに掲載

した後、保育施設等での活用を予定し

ています。 

 

○11/1～30まで SNS広告を展開します。 

 ＜概要＞ 

  使用媒体： YouTube、 Instagram、

Facebook、Twitter 

掲載内容：おとな向け動画へのリンク 

 

○11/5 にイオンモール新潟南店において

啓発イベントを開催します。 

 ＜概要＞ 

  開催時間：午前 10時から午後 3時 

  会場：3階 ピンクラテ前 

  内容：パンフレット等の配布 

     ほのわちゃん風船の配布 

     アンケート、塗り絵の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assh10/27号 

おとな向け動画（抜粋） 

Instagram（未定稿） 

（参考）5/5イベントの様子 


